
奈良県柔道連盟功労者表彰規程
（ 趣 旨 ）

第 １ 条 この規定は奈良県柔道の振興・奨励に努力し、その功績が顕著な者を表彰する。

（ 推 薦 ）

第 ２ 条 被表彰者は60歳以上の者で、25年以上柔道の振興・奨励に努力し、その功績が

顕著な者を、理事・評議員が別紙様式の推薦書を作成し、毎年12月末日までに

奈良県柔道連盟（以下、県柔連という）事務局に提出する。

（ 決 定 ）

第 ３ 条 被表彰者は功労者推薦委員会で内定し、理事会の議を経て会長がこれを決定する。

（ 表 彰 ）

第 ４ 条 被表彰者には定例総会で表彰状等を授与する。

第 ５ 条 被表彰者がこれまでに公益財団法人奈良県体育協会（以下、県体協）功労賞を受

賞していない場合は、原則として県柔連が県体協へ推薦する。

（ 組 織 ）

第 ６ 条 推薦委員会は次の者をもって組織する。

１ 県柔連副会長

２ 県柔連理事長

３ 県柔連副理事長

（ 任 期 ）

第 ７ 条 任期は県柔連役員の任期と同じとする。

付 則 １ 本規定は、平成27年４月１日より施行する。

２ 本規定の改正は、委員会を経て理事会で決定する。

奈良県柔道連盟功労者表彰候補者推薦書

候 補 者 氏 名 年 月 日 生

所 属 団 体 名

推 薦 年 月 日

推 薦 理 由

推 薦 者 印

平成６年４月１日制定

平成27年４月１日改正 施行


